
 

  

新 1 年生の保護者 様 

      令和６年度（2024 年度） 

   入学のご案内 
豊 中 市 立 東 泉 丘 小 学 校 
校 長  河 上 洋 介 

ご家庭で大切に育まれ健やかに成長されたお子さまが、小学校に入学される日が近づいてまいりました。

心よりお祝い申し上げます。本校では、希望に胸を膨らませた 1 年生が一日も早く楽しい学校生活が送れ

るようにと準備を整え、ご入学をお待ちしております。 

つきましては、下記のように入学式及び入学説明会等についてご案内申し上げます。 

 

1）入学式について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※他校へ入学される場合は、決まり次第、すみやかに本校と市教育委員会 学務保健課 学務保健係へご連絡く

ださい。(学務保健係TEL06-6858-2553) 学級編成にかかわりますので、ご協力お願いいたします。（詳

細は裏面参照） 

 
２）入学説明会について 

入学式に先立ち、下記のとおり保護者向け入学説明会を実施いたしますので、ご出席ください。説
明会資料については当日の受付で配付します。 

１．日 時： 2024 年 1 月 26 日（金） 受付：午前９時４0 分～１０時（体育館入り口） 

                    開始：午前１０時～（約６０分） 

２．場 所： 本校体育館 

３．持ち物： ①上履き ②下足入れ用袋 ③筆記用具 ④「小学校児童個人カード」 

4．その他： ・「小学校児童個人カード」 は、お子様を指導していく上で、ご家庭との連携を密に

するための大切なものです。また、名簿等を作成する際にも使用します。記入につい

て別紙を参照いただき、文字は「楷書」で正確に、すべて記入ください。 

 ※入学説明会を欠席する場合は、当日の資料を郵送又は本校在学のきょうだいを通じて配付します。この場合

以下３点の書類を２月 7 日（水）までに、学校へ提出してください。提出方法は、郵送でもご持参いただい

ても結構です。また、本校在学のきょうだいを通じて学校へご提出いただいても結構です。（小学校児童個

人カードのみ記入事項が多いため、豊中市教育委員会から先にお届けしています。） 

・小学校児童個人カード【市教育委員会から郵送】 

・教育活動における写真、ビデオ等の撮影および肖像権について【説明会資料に同封】 

・ＰＴＡ関係書類（入会等同意書）【説明会資料に同封】 

 ※入学説明会後に転居して来られた方は、「小学校児童個人カード」をお届けいただきましたら、説明会資料

をお渡しいたします。まずは、本校までご連絡ください。 

保護者同伴のうえ、ご出席くださいますようご案内申し上げます。 

１．日 時： 2024 年４月 5 日（金）  受付 午前９時 20 分～９時 40 分 （下足室） 

開式 午前 10 時 

２．場 所：  本校体育館  

３．持ち物： ・就学通知書（受付に提示ください。） 

       ※就学通知書を紛失した場合は、本人確認書類(運転免許証等)を持参してください。 

・預金口座振替依頼書  

・上履き（保護者、子どもとも） ・下足入れ用袋（保護者用）  

・筆記用具 ・教科書を持ち帰るための袋またはカバン  

４．その他： ・入学式当日お子さまが欠席の場合でも、保護者または代理の方が必ずご出席ください。 

           ・在校生は、校内及び式場には入場できませんので、ご了承ください。 

・自転車・自動車等での来校はご遠慮ください。また、撮影された写真や動画などは、 

          個人情報保護法の趣旨に基づき、その取り扱いには十分配慮いただきますようお願い 

          いたします。（特に SNS など、ネット上にアップすることは禁止です。） 



３）東泉丘小学校へ入学されない場合の手続きについて 

豊中市教育委員会から就学通知書が送付された方で、諸事情により本校へ入学されない場合は、下記の手

続きをお願いします。また、本校への入学が未定の場合も、まずはその旨を本校へご一報ください。 

なお、これらの手続きは住民異動の届出等を除き、就学通知書を受け取られてからおこなってください。 

４）その他 
①入学説明会参加にあたって 

 ・保護者の方の参加は１家庭につき１名とさせていただきます。 

・会場設営の都合上、当日の座席には限りがあり、未就園児をお連れになった場合の、お子様用の座

席や待機場所の確保はできません。ご理解をお願いいたします。 

 

事 由 手   続   き   内   容 

豊中市内の 

他校区へ転居 

・入学される学校及び東泉丘小学校への連絡 

・転居が確定してから、電話連絡等してください。 

・豊中市役所市民課または新千里出張所・庄内出張所で住民異動の届出 

・転居後、速やかに、住民異動の届出をしてください。 

数日後、教育委員会学務保健課学務保健係から新しい就学通知書が送付されます。 

他市町村へ転出 ・入学される学校及び東泉丘小学校への連絡 

・転居が確定してから、電話連絡等してください。 

・豊中市役所市民課または新千里出張所・庄内出張所で住民異動の届出 

※引越し前に、住民異動の届出をしてください。 

届出の受付は、転出予定日のおよそ２週間前からです。 

引越し後、転出先の市町村で住民異動の届出をしてください。  

国立・私立の学校へ

入学 

 

・入学許可書を豊中市教育委員会 学務保健課 学務保健係へ提出してください。 

・入学許可書の提出については、新千里出張所または郵送でも受付けています。 

※就学通知書（豊中市教育委員会発行）もあわせて提出してください。 

その他 豊中市教育委員会 学務保健課 学務保健係へご連絡ください。 

 

 

問い合わせ先 

・豊中市教育委員会 学務保健課 学務保健係 

〒561-8501 豊中市中桜塚 3-1-1（豊中市役所第一庁舎  ６階） TEL０６－６８５８－２５５３ 

・豊中市立東泉丘小学校 〒561-0861 豊中市東泉丘 3-2-1 TEL06-6848-6407  

※他校へ入学される場合、又はその可能性がある場合は、東泉丘小学校へも電

話連絡等をお願いします。 


